
1. 平成 30年度 年間行事報告 

05/ 4 ＯＢ・ＯＧ卓球連盟懇親会（出席 2名） 

07/14 ＯＢ総会（錦糸町）…流会 

09/24 ＯＢ総会（飯田橋）…決算を承認 

10/21 ＯＢ会幹事会（筑土八幡神社）…ＯＢ会規約の改正を承認 

11/25 中央大学 90周年記念祝賀会（出席 1名） 

03/02 臨時ＯＢ会…ＯＢ会規約の改正案を策定 

  卒業生送別会（出席 25名） 

2.  

3. 平成 31年度 年間行事予定（学生） 

04/06 関東高体連強化事業（中央大）  

04/07 立川オープン（立川市）  

04/27 公認審判講習会（早稲田大）  

04/28 ＯＢ総会（たまプラーザ）  

04/28 新入生歓迎会（たまプラーザ）  

05/03-04 新人戦（座間市）  

05/10-12 リーグ戦【2部】（所沢市）  

06/06-08 関東学生  

06/15 東京新人・一般（稲城市）  

07/04-07 全日本大学総合・団体（豊田市）  

08/06-07 全日学予選（世田谷区）  

08/18-22 夏合宿（長野市）  

08/22-23 チームカップ（世田谷区）  

08/中旬 大阪商業大学定期戦  

09/04-05 リーグ戦【1部】（港区）  

09/11 リーグ戦【1・2部】（和光市）  

09/12-13 リーグ戦【1・2部】（所沢市）  

09/28-10/2 国民体育大会（日立市）  

10/24-27 全日本大学総合・個人（京都市)  

11/23-24 全日本学生選抜（所沢市）  

12/07 東京選手権予選Ｓ（江東区）  

12/14-15 会長杯（世田谷区）   

12/21 東京選手権予選Ｗ（江東区）  

01/13-19 全日本選手権（大阪市）  

02/11 東京新人・学生（調布市）  

02/15-17 大阪選手権（大阪市）  

02/23-24 神奈川選手権（横浜市）  

03/上旬 卒業生送別会（院友会館）  

 3/中旬 春合宿（長野市)  

 3/17-19 東京選手権（所沢市） 

 



平成30年度 國學院大學卓球部ＯＢ会 収支計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

1. 一般会計 （単位：円）

（収入の部）
科目 摘要 予算金額 決算金額 比較増減

前年度繰越金 2,010,874   
年会費 １１３名分（重複１名を含む） 788,740     
寄付金 常盤会 20,000      
雑収入 預金利息 17          
当期収入合計 -           808,757     -           
収入合計 -           2,819,631   -           

（支出の部）
科目 摘要 予算金額 決算金額 比較増減

会議費 祝賀会、懇親会、卒業生送別会 106,240     
諸会費 ＯＢ・ＯＧ卓球連盟、体育連合会監督会 40,000      
事務費 タックシール 5,906       
印刷製本費 ＯＢ総会資料作成 9,920       
通信運搬費 ＯＢ通知 121,344     
賃借料 会議室利用料 45,710      
旅費交通費 全国大会等視察費 42,300      
強化費 監督・コーチ援助金、インカレ援助金 440,000     
積立金 -           
予備費 -           
当期支出合計 -           811,420     -           
次年度繰越金 2,008,211   
支出合計 -           2,819,631   -           

差引残高 2,008,211   円は平成31年度に繰越いたします

手持現金 54,599      
普通預金 1,953,612   

みずほ銀行 渋谷中央支店（162） 普通 1632702

2. 特別会計（繰越金） （単位：円）

科目 摘要 予算金額 決算金額 比較増減
前年度繰越金 -           
繰越金 -           
当期収入合計 -           -           -           
収入合計 -           -           -           

上記の通り、報告いたします

平成31年4月7日 会  計    渡邉  正典

監査の結果、上記報告書に間違いのないことを報告いたします。

平成31年4月7日 会計監査  横山  宗司



平成30年度 國學院大學卓球部ＯＢ会 出納帳

平成30年4月1日～平成31年3月31日 （単位：円）

日付 科目 摘要 収入金額 支出金額 差引残高
4月1日 繰越金 前年度繰越金 2,010,874   
5月4日 会議費 ＯＢ・ＯＧ卓球連盟懇親会 14,000      1,996,874   
5月7日 年会費 ２名分 6,000       2,002,874   
6月2日 旅費交通費 関東大会（宇都宮市） 9,800       1,993,074   
6月8日 諸会費 体育連合会監督会 10,000      1,983,074   
6月16日 旅費交通費 北信越大会（長野市） 11,500      1,971,574   
6月18日 賃借料 会議室使用料（ＯＢ総会） 19,250      1,952,324   
6月23日 通信運搬費 ＯＢ総会開催 42,904      1,909,420   
7月10日 年会費 １名分 5,000       1,914,420   
8月6日 旅費交通費 インターハイ（豊田市） 10,700      1,903,720   
8月20日 利息 銀行口座利息 8           1,903,728   
8月28日 賃借料 会議室使用料（ＯＢ総会） 11,340      1,892,388   
9月14日 諸会費 ＯＢ・ＯＧ卓球連盟 10,000      1,882,388   
9月14日 諸会費 協賛金（インカレ） 10,000      1,872,388   
9月14日 諸会費 協賛金（インカレ） 10,000      1,862,388   
9月24日 年会費 １名分 10,000      1,872,388   

10月24日 会議費 ＯＢ総会 1,500       1,870,888   
11月1日 通信運搬費 ＯＢ総会報告 27,600      1,843,288   
11月2日 印刷製本費 ＯＢ総会資料 9,920       1,833,368   

11月15日 事務費 タックシール 2,980       1,830,388   
11月25日 会議費 中央大学９０周年記念祝賀会 15,000      1,815,388   
12月3日 年会費 １名分 10,000      1,825,388   

12月12日 年会費 ３８名分（コンビニ１１月分） 301,392     2,126,780   
12月25日 旅費交通費 関東大会（千葉市） 5,000       2,121,780   
1月16日 年会費 ２５名分（コンビニ１２月分） 167,472     2,289,252   
1月22日 事務費 タックシール 2,926       2,286,326   
1月29日 通信運搬費 卒業生送別会 37,200      2,249,126   
2月4日 年会費 １名分 6,000       2,255,126   
2月13日 年会費 １４名分（コンビニ１月分） 83,876      2,339,002   
2月18日 利息 銀行口座利息 9           2,339,011   
2月25日 年会費 ２７名分（ゆうちょ振替等） 176,000     2,515,011   
3月2日 年会費 ２名分 20,000      2,535,011   
3月2日 会議費 卒業生送別会 75,740      2,459,271   
3月2日 賃借料 会議室使用料（臨時ＯＢ会） 15,120      2,444,151   
3月9日 寄付金 常磐会 20,000      2,464,151   
3月25日 通信運搬費 ＯＢ総会開催 13,640      2,450,511   
3月26日 旅費交通費 高校選抜（北九州市） 5,300       2,445,211   
3月29日 年会費 １名分（ゆうちょ振替等） 3,000       2,448,211   
3月31日 強化費 インカレ援助金 200,000     2,248,211   
3月31日 強化費 監督援助金 180,000     2,068,211   
3月31日 強化費 コーチ援助金 60,000      2,008,211   
3月31日 繰越金 次年度繰越金 2,008,211   

計 808,757     811,420     



國學院大學卓球部ＯＢ会規約 

 

第１条 本会は國學院大學卓球部ＯＢ会と称し、事務局を國學院大學卓球部内に置く。 

第２条 本会は関東学生ＯＢ・ＯＧ卓球連盟に加入する。 

第３条 本会は会員相互の親睦を図り、以って明朗闊達な交流を倍加することを目的とし、國學院大學

卓球部の発展に寄与する。 

第４条 本会は以下の行事を行う。 

（１） 総会および親睦会の開催 

（２） 周年記念行事の実施 

（３） 現役主催の行事への参加 

（４） 選手激励会の開催 

（５） 関東学生ＯＢ・ＯＧ卓球連盟の主催する事業への参加 

（６） その他 

第５条 本会の会員は國學院大學卓球部卒業生とする。ただしこれに準ずる者も役員会の承認を得て会

員となることができる。 

第６条 本会に以下の役員を置く。 

（１）会 長  １名 

（２）副会長  若干名 

（３）幹事長  １名 

（４）幹 事  若干名 

総  務  ＯＢ会諸活動の立案と運営、名簿および会報の作成 

会  計  会費の集金と出納、予算および決算の作成 

会計監査  会計の監査 

強  化  競技力向上のための現役支援 

（５）監  督  現役統括およびコーチの選任 

第７条 会長は本会を代表し会務を統括する。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。 

３ 幹事長は本会の運営を円滑ならしめるため、必要事項を企画し、これを執行する。 

４ 総務は幹事長を補佐し、幹事長事故ある時はその職務を代行する。 

第８条 役員の選任は会員の互選により選出し、総会で承認を得る。 

第９条 幹事長は必要に応じて幹事会を開催することができる。 

第１０条 役員の任期は１年とし、重任を妨げない。 

第１１条 本会に名誉会長１名、顧問若干名をおくことができる。 

２ 名誉会長は、会長の経験者で特に功績があったと役員会で推挙され、総会で認められた者とする。 

３ 顧問は、会長または副会長の経験者で特に功績があったと幹事会で推挙され、総会で認められた

者とする。 

第１２条 本会の会費は年額１口３，０００円とする。３０歳未満ならびに６０歳以上の会員は１口以

上、それ以外は２口以上とする。 

２ 必要に応じて、年額１口２，０００円の現役支援金を徴収することができる。３０歳未満ならびに

６０歳以上の会員は１口以上、それ以外は２口以上とする。 

第１３条 本会のすべての年度は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。 

第１４条 本規約の改正およびその他必要事項は総会において定める。 



 

附則 本規約は昭和３８年４月１日から実施する。 

附則 本規約は昭和４７年４月１日から実施する。 

附則 本規約は平成１９年６月１日から実施する。 

附則 本規約は平成３１年４月１日から実施する。 



5. 名誉会長・顧問の推挙 

名誉会長  市川 三男  顧問  小池 敏雄 

 

6. コーチの選任 

男子    平野 伸幸   女子  高木 勇輝 

 

7. ＯＢ会役員 

（1）会長    斎藤 成蹊 

（2）副会長   須賀井 正史、吉見 康二 

（3）幹事長   湯原 一成 

（4）幹事 

（総務）   山岡 毅 

（会計）   板野 新一 

（会計監査） 渡邉 正典 

（強化）   小玉 定雄（総監督）、菊地 敏夫、湯原 一成、細井 堯之、長田 利幸、 

高木 勇輝、平野 伸幸、荒川 静香、松本 理沙 

（5）監督    人見 剛 

 



平成 31年 3月吉日 

関東学生卓球連盟 

会長 鈴木一雄 様 

報知新聞社 

販売局 

スポーツ報知 新規ご購読者紹介のお願い 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

このたび弊社では、貴連盟の大会をご後援させていただくこととなりました。 

つきましては、新規でスポーツ報知をご購読いただける方をご紹介いただきたく、お願い申

し上げます。 

今後は、ご購読部数に応じて貴連盟の大会結果掲載など、紙面でも応援展開させていただき

ます。貴連盟と弊社が長きにわたり良い関係を続けていけるよう考えて参ります。 

敬具 

記 

 

ご購読開始  2019年 4月～2019年 9月からのご購読を開始いただける方 

ご購読期間  3ヶ月以上 

       ※年内 3カ月指定可。 

        例 5月、6月、9月で 3カ月申し込みが出来ます。 

ご愛読開始日に記載下さい。   

購読料金   1ヶ月 3,355円 

対象エリア  全都道府県対象 (但し下記の地域を除く) 

中京 3県(愛知県・三重県・岐阜県) 及び山口県、九州、沖縄県 

お申込み方法 別紙用紙を使用し、大学ごとにまとめてご提出ください。 

       FAXの場合 03-5479-1249  

郵送の場合 〒108-8485 港区港南 4-6-49報知新聞社販売局 購読申込係  

 

お願い   ◎現在、スポーツ報知または読売新聞をご購読の方が、購読を中止してのお申

込みは、対象外となります。 

      ◎月極め購読となりますので、月の途中からのご購読開始・中止はご容赦くだ

さい。(転居に関しては、転居先で継続してご購読いただけます。) 

以上 


